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第７章 維持管理の方針 

 

7.1 維持管理の方針 

処理場施設の維持管理においては、一般的に町村地域では専門技術者が不足しているこ

とや、規模が小さいことによるコストの割高等が課題となっている。維持管理費を削減す

るには、計画的な維持管理を徹底することにより、限られた体制で最も効率的・効果的な

維持管理を実施する必要があり、維持管理作業の機械化や自動運転化、遠方監視制御の導

入による省力化、市内に複数ある処理場施設を包括的に民間委託する等、コスト縮減だけ

でなく、少子高齢化対策も踏まえ、将来にわたってのサービス水準の向上と経営的視点に

立った検討が必要である。 

本市の処理場施設における現状の維持管理体制は、下水道、農業集落排水ともに民間委

託をし、巡回監視による効率化と適正な人員による省力化を図っている。また、今後は 3

箇所ある農業集落排水処理施設を公共下水道へ接続して汚水処理施設の統廃合を行い、管

理運営の更なる効率化を図る予定である。 

 

 

  


